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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                地震災害 忘れたころに確定申告 今のうちに証拠をとっておこう 

企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

平成28年熊本地震の余震等がまだ続いておりますが、皆様の状況は如何

でしょうか？１日も早く地震がおさまり平穏な日常が戻りますことを心

より願っております。 
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平成 28年４月 14日以降発生している平成 28年熊本地震による災害を激甚

災害に指定となり、雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。こ

の特例措置は、激甚災害に指定される平成 28 年熊本地震による災害により

事業所が休止・廃止したことにより、賃金を受け取れなくなった場合、その

休業している方に対し、失業しているものとみなして、雇用保険の基本手当

を支給するものです。 （本特例措置の適用期間は、平成29年４月13日まで ） 

【雇用保険特例措置】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【雇用調整助成金】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28年 4月 14日に発生した平成 28年熊本地震の影響により事業

活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が長期化する

ことが見込まれることから、厚生労働省では、平成 28年熊本地震に

伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を

行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特

例措置を講じることとしました。  

１ 要件緩和 
＜現行の支給要件＞  
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近３か月間の

月平均値が、前年同期に比べ１０％以上減少している事業所であるこ

と。  

＜特例措置後の支給要件＞  
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近１か月間の月平均

値が、前年同期に比べ１０％以上減少している事業所であること。  

２ 遡及適用 
平成28年４月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用する

こととし、平成 28年７月 20日までに提出のあったものについては、事前に

届け出られたものとする。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳細な内容や、お困りのことがあれば、ハローワークや労働局まで 

お電話ください。 

 

 
 
 
 
■ 個人の場合 ■ 

 
①事業をしている人       ・・・ 資 産 損 失   

    ②事業をしていない人（①以外の人）・・   雑 損 控 除 
 

資産損失の計算は   
資産の損失 － 保険金等 ＝ 損失の金額 

 

平成 28年熊本地震により 

被災された方々には心よりお見舞い申し上げますとともに 

一日も早い復興復旧を心からご祈念申し上げます 

平成28年熊本地震の激甚災害指定！！ 

最近3ヶ月 →（変更）最近1ヶ月 

地震災害損失 
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    雑損控除として控除できる金額は       

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 
(a) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% 
(b) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 

(注) 

1.損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合に

は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から

控除することができます。 

なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっ

ています。 

2.「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財

などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 

 
■ 法人の場合 ■ 

 

資産の損失 － 保険金等 ＝ 損失の金額（損 金） 
 

災害により被害を受けた資産を引き続き事業の用に供する場   

合に、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるも  

のは、 

① その資産の価値が減少したことによる評価損  
② 原状回復のための修繕費用等  

 

①の評価損は、災害のあった日を含む事業年度「被災事業年度」 で

計上できますが、②の修繕費用等は、法人税法上の取扱いとしては、

修繕等を行った事業年度で損金の額に算入することが原則となって

います。 

しかし、今回の災害は地域的にも 

甚大であり、災害により被害を受 

けた資産に係る修繕費用等の発生 

は確実であるものの、早期に修繕 

等が完了しないといった事情もあ 

ることから、その結果、決算期に 

よっては、資産につき修繕等を余 

儀なくされることとなった損失の発生した被災事業年度と実際に修

繕費用等を支出した事業年度とが乖離することが考えられます。 

このような諸事情を踏まえ、法人税法上の取扱いとして、 

災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために要

する費用で、災害のあった日から１年以内に支出すると見込まれる

ものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失

特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することが

できます。 

 

      
 
 
 
■ 災害見舞金を支払う場合 ■  

震災等の災害で被災した取引先に対する見舞金は、社会通念

上相当と認められる額であれば、税務上、 

交際費になりませんが、経費（雑費） 

になります。相当と認められない額の場 

合は、接待交際費になります。    
■ 災害見舞金を頂いた場合 ■   

個人の場合 ： 社会通念上の金額 非課税 

法人の場合 ： 雑収入として計上 

 
 

     

「り災証明書」「被災証明書」は、風水害、地震等の自然災害によ

り、所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証

明するものです。「り災証明書」は家屋の被害を証明し、「被災証

明書」は家屋以外の工作物（物置、カーポートなど）の被災につ

いて、届出がなされたことを証明します。これらの証明書は、保

険金、見舞金の請求や所得税の確定申告をする際に必要な場合があ

ります。 

<各種被災者支援策> 

(給      付)  被災者生活再建支援金、義援金等 

(融      資) (独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等 

(減免・猶予)  税、保険料、公共料金等 

(現 物 支 給)  災害救助法に基づく応急仮設住宅,住宅の応急修理 
 
◆熊 本（住 宅）り災証明発行先 

各区役所福祉課 及び 総合出張所【受付時間】平日 8:30 ～17:15  

※お住まいの区以外でも、り災証明書の発行はできます。 

※り災状況確認の為、後日郵送により発行となる場合があります。 

※住家」以外の、り災証明の発行は下記までお問合せください。 

○店舗、事業所、工場等 ・・・ 商業金融課（328-2424） 

○農林水産業関係    ・・・ 農業支援課（328-2384） 

 
各種支援の基準となるものですので、片付け前の写真等残しておくよ
うにしておきましょう。 

 

住宅及び店舗・事業所等の「り災証明」について 

災害見舞金の処理の仕方 


